
り

⑦予防接種歴及び罹患歴の記録の重要性 
り

保育所での感染症対策として、職員及び子どもたちの予防接種歴及び罹患歴を把握し、
り

記録を保管することが重要です。入所時には母子健康手帳等を確認して予防接種歴及び罹

患歴を記録し、入所後は毎月新たに受けたワクチンがないか保護者に確認し、記録を更新

しておく仕組みを作っておくことで、感染症発生時に迅速な対応を行うことが可能となり
り

ます。「予防接種を受けた」又は「罹患した」という記憶は当てにならない場合が多いので、

予防接種歴については母子健康手帳等の記録を確認することが重要です。 

定期接種の標準的な接種対象期間に予防接種を受けていない子どもについては、嘱託医

と相談し、保護者に対し、個別に予防接種の重要性について説明しましょう。 

【コラム：新型コロナワクチンについて】 

（新型コロナワクチンの基本情報） 

令和４年 10 月 24 日現在、新型コロナワクチンは、日本国内に住民登録のある生後６か

月以上の方が接種対象となっています（国籍は問いません）。 

５歳以上 11 歳以下の小児への新型コロナワクチン接種については、初回接種（１・２回

目接種）を、１回目の接種から原則 20日（18 日以上）（※）の間隔をおいて２回目の接種

を実施することとしています。また、追加接種（３回目接種）についても、令和４年９月

６日から開始しています。 

さらに、令和４年 10月 24 日からは、生後６か月以上４歳以下の方への接種についても、

初回接種（１～３回目接種）を、１回目の接種から原則 20日（18 日以上）（※）の間隔を

おいて２回目の接種をした後に、55日以上の間隔をおいて１回接種することとしています。 

（※） 20 日の間隔とは、11 月１日に１回目接種を実施した方が２回目接種を 11 月 22 日（３週間後）

に実施するという意味です。 

（同意について） 

新型コロナワクチンの接種は、対象となる方に受けることが勧められていますが、接種 

を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてし 

っかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で

接種を受けていただくものです。ただし、16歳未満の場合は、原則、保護者の同伴と予診

票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。

接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないように十分配

慮する必要があります。 
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エ）健康教育 

、

感染症を防ぐためには、子どもが自分の体や健康に関心を持ち、身体機能を高めていく

ことが大切です。特に、手洗いやうがい、歯磨き、衣服の調節、バランスのとれた食事、

十分な睡眠や休息等の生活習慣が身に付くよう、毎日の生活を通して、子どもに丁寧に繰

り返し伝え、自らが気付いて行えるよう援助します。そのためには、子どもの年齢や発達

過程に応じた健康教育を計画的に実施することが重要となります。 

実際には、低年齢児が自己管理することは非常に難しいため、保護者が子どもや家族全

員の健康に注意し、家庭において感染予防、病気の早期発見等ができるよう、保護者に対

して具体的な情報を提供するとともに、感染症に対する共通理解を求め、家庭と連携しな

がら健康教育を進めていくことが重要です。 
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○ 子どもが自分の体や健康に関心を持ち、身体機能を高めていくことができるよう

発達に応じた健康教育を計画的に実施することが重要である。 

○ 実際には低年齢児が自己管理することは難しいため、保護者に対して家庭での感

染予防法等に関する具体的な情報を情報提供するとともに、感染症に対する共通理

解を求め、家庭と連携しながら健康教育を進めていくことが重要である。 
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http://www.nih.go.jp/niid/ja/vaccine-j/2525-v-schedule.html


 

 

表２  日本において小児への接種可能な主なワクチンの種類  （2022（令和４）年 10 月現在） 

【定期接種】 

【臨時接種】 

【任意接種】  

生ワクチン 

結核（BCG） 

麻しん・風しん混合（MR） 

麻しん（はしか） 

風しん 

水 痘 

ロタウイルス：1 価、5 価 

不活化ワクチン・トキソイド 

インフルエンザ菌ｂ型（Ｈｉｂ）感染症 

肺炎球菌（13 価結合型）感染症 

B 型肝炎 

ジフテリア、百日咳、破傷風、急性灰白髄炎 

（ＤＰＴ－ＩＰＶ：ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ混合） 

（ＤＰＴ：ジフテリア・百日咳・破傷風混合） 

（ＩＰＶ：不活化ポリオ) 

（ジフテリア・破傷風混合トキソイド：ＤＴ） 

日本脳炎 

ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症：２価、４価 

ｍRNA ワクチン・不活化ワクチン（組換えタンパクワクチン） 

※不活化ワクチン（組換えタンパクワクチン）については 12 歳以上が対象 

新型コロナ

生ワクチン 
じ か せ ん

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

不活化ワクチン 

ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症：９価

インフルエンザ 
ずい

髄膜炎菌：4 価 

（国立感染症研究所 HP「日本で接種可能なワクチンの種類（2022（令和４）年９月現在）」
（http://www.niid.go.jp/niid/ja/vaccine-j/249-vaccine/589-atpcs003.html）を一部改編） 
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